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これまでの主な検討状況 

研究開発を行う法人については、独立行政法人全体の制度・
組織の見直しを踏まえつつ、研究開発の事務・事業の特性に
応じた規律を整備するとともに、運用面において改善すべきも
のについて基準の明確化等の措置を講ずる。り 

独立行政法人改革に関する有識者懇談会 
中間とりまとめ（平成25年6月）り 

研究開発法人については、研究開発の特性（長期性、不確実
性、予見不可能性、専門性）等を十分に踏まえた法人制度の
改革が必要である。グローバルな競争環境の中で研究開発法
人が優位性を発揮できるよう機能強化を図り、現制度の隘路
を打開する。り 

科学技術イノベーション総合戦略 
（平成25年6月閣議決定）り 

○研究開発法人については、関係府省が一体となって、独立行政法人全体の制度・組織の見直しを踏まえつつ、研究開発の特性（長
期性、不確実性、予見不可能性及び専門性）を踏まえた世界最高水準の法人運営を可能とする新たな制度を創設する。（次期通常
国会に法案提出を目指す。） 
○独立行政法人改革については、行政改革推進会議における中間的整理を踏まえ、各法人の共通の規律を前提としつつ、各法人の
事務・事業の特性を踏まえた制度を構築し、各法人に期待される政策実施機能を高めるべく、平成27年4月からの改革実施を目指し
て、必要な法制上の措置を早期に講ずる。り 

経済財政運営と改革の基本方針（平成25年6月閣議決定）り 

現行の独法制度は、目標設定や評価の手法、主務大臣の関
与の在り方など、研究開発の成果を最大化するためには馴染
まない。成長戦略に資するゼロベースの行政改革を断行し、投
入予算に対して最大の効果を得ることを可能とする、独法制度
とは異なる新たな法制度を創設すべき。り 

成長戦略のための新たな研究開発法人制度について 
（平成25年11月新たな研究開発法人制度創設に関する有識者懇談会） 

○独法制度の中に、研究開発型の法人の分類を設けて特則を
規定するとともに、研究開発型の法人のうち世界トップレベル
の成果が期待される特定の法人については、別途の法律によ
り特例を講じる。（別法の対象法人については、極力少数に限
定する。）り 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 
（平成25年12月行政改革推進会議）り 

独立行政法人制度全体の制度・組織の見直しを踏まえつつ、
研究開発の特性を踏まえた世界最高水準の法人運営を可能と
する新たな研究開発法人制度を創設するため、必要な措置を
講じる。り 

研究開発力強化法改正（平成25年12月成立）り 
独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 

（平成25年12月閣議決定）り 
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Ⅰ   独立行政法人改革の狙い 

今般の改革は、独立行政法人を国の施策の実施機関として明確に位置づけ、各々の法人が担う政策実施機能を最大限 
向上させるとともに、業務の質と効率を向上させるため、制度・組織面で抜本的な見直しを行うもの。 これにより、独立行政
法人は成長戦略の推進にも大きく貢献。 

 
 

Ⅱ－１   制度（独立行政法人通則法及びその運用）の見直しについて 

制度発足の経緯と趣旨を踏まえ、主務大臣による明確なミッション付与のもと、それぞれの法人における自律性・自主性 
や企業的経営を促すインセンティブを最大限機能させ、国民に対する説明責任を的確に果たさせるとともに、各法人の事 
務・事業の特性に合わせた制度・運用となるよう見直しを行う。 

 
①業務の特性に応じた法人の分類 

法人を３分類し、適切なガバナンスを構築。  （①中期目標管理型：中期目標管理（３～５年）により業務を行う法人（例  住宅金融支 
援機構）、②単年度管理型：公務員身分を付与した上で単年度の目標管理を行う法人（例  造幣局）、③研究開発型：研究開発成果の 
最大化を目的とし、中長期的な目標管理（最大７年）により研究開発業務を主要な業務として行う法人（例  宇宙航空研究開発機構）） 

 
②主務大臣による効率的かつ実効性の高い目標・評価 

主務大臣が法人に的確かつ明確な目標を付与し、主務大臣自ら評価も行うとともに、第三者が外部から点検する仕組みを導入。 

（注）従来は、主務大臣ではなく、各府省、総務省の評価委員会が独法の業績を評価。 
 

③ガバナンスの強化 

監事の調査権限の明確化、不正行為等の大臣への報告義務付け等による監事の機能強化、法人の違法行為や著しく不適正な 
業務運営等に対し、主務大臣から法人への是正命令・業務改善命令を導入等。 

 

④予算執行の弾力化と説明責任・透明性の向上 

・経営努力による利益を目的積立金に積み立て易くするなど運用改善により自己収入増加や経費節約のインセンティブを向上。 
・年俸制を含めた業績給など柔軟な給与を促進。また、必要があれば、国家公務員より高い給与水準も可能とする等。 
・特殊で専門的な機器の調達で相手方が特定される場合など随意契約によることができるケースを明確化し、調達を合理化。 
・予算の見積り等を明らかにする、給与水準の妥当性を説明するなど情報公開を充実させ、透明性・説明責任を向上。 

⑤研究開発法人についての見直し 

独法制度の中に、研究開発型の法人の分類を設けて特則を規定するとともに、研究開発型の法人のうち世界トップレベルの成
果 が期待される特定の法人については別途の法律により特例を講じる。 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針について（概要） 

出典：内閣官房 行政改革推進本部事務局 2 



法人の統合（１９法人→８法人） 

農業・食品産業技術 
総合研究機構 

 農業生物資源研究所 
農業環境技術研究所  

種苗管理センター 

統合 
（２→１） 

国立健康・栄養研究所 
医薬基盤研究所 

労働者健康福祉機構     
労働安全衛生総合研究所  

大学評価・学位授与機構  
 国立大学財務・経営センター 

海上技術安全研究所 
港湾空港技術研究所 

電子航法研究所 

水産大学校  
水産総合研究センター 

航海訓練所 
海技教育機構 

自動車検査独立行政法人 
交通安全環境研究所 

健康長寿社会の実現 

攻めの農業の実現 

輸送産業の国際競争力強化 

大学支援機能の強化 労働災害への対応強化 

水産業の健全な発展 

効果的な船員養成の実現 

自動車検査の効果的実施 

日本万国博覧会記念機構 

平成２６年４月１日廃止予定 

平成２５年１１月廃止法案成立 

特殊会社化（▲１法人） 

法人数（100法人 →  87法人） 

原子力安全基盤機構 

日本貿易保険 

全額政府出資の特殊会社化 

その他 

将来的な民営化や統合の検討、事業の民間 
移管、組織のスリム化、民間委託の拡大、間接 業
務の一元化など 

＜都市再生機構＞ 

民業補完の徹底、財務の健全化を両立させる 
抜本的な経営改革に道筋 

＜日本医療研究開発機構（仮称）＞ 医療分野の

研究開発に係るファンディングを一元的に実施す

る法人を新設 

Ⅱ－２   組織の見直しについて 
 
◆数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合のみを実施。 

◆各法人の業務類型（金融、公共事業執行など）の特性を踏まえたガバナンスの整備。 

◆「民でできることは民で」という原則を踏まえ、きめ細やかに事務・事業を見直し。 

法人の廃止（▲２法人） 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針について（概要） 

出典：内閣官房 行政改革推進本部事務局 

※ 情報通信研究機構（NICT）については、「研究開発型の法人」とした上で、産業技術総合研究所や情報処理推進機構との連携協力を 

 一層強化するとされたところ 

統合 
（２→１） 

統合 
（２→１） 

統合 
（２→１） 

統合 
（４→１） 統合 

（２→１） 

統合 
（３→１） 

統合 
（２→１） 
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独立行政法人改革等に関する基本的な方針について（研究開発型の法人への対応） 

１．制度面による対応（法律事項として規定） 

○「国立研究開発法人（仮称）」という名称を付与し、法人の目的は「研究開発成果の最大化」であることを明示 
○研究開発業務に係る目標設定や業績評価について、総合科学技術会議が研究領域の特性や国際的な水準等を踏まえて指針を 
 策定 
○主務大臣の下に「研究開発に関する審議会」を設置し、主務大臣が行う中期目標設定時等に、科学的知見や国際的知見に則して 
 適切な助言を行う 
○中期目標期間の長期化（最大7年） 

２．運用面による対応（関係通知の改正等によりルールを見直し） 

○法人の長の報酬については、研究開発の特性を踏まえ、当該人物が長に就任することにより法人の研究開発業務がより一層効果 
 的かつ効率的に実施されると見込まれる場合等には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも可能とする 
○給与水準については、研究開発業務の特性等を踏まえ、当該業務がより効果的かつ効率的に実施されると見込まれる場合には、 
 国家公務員より高い水準を設定することも可能とする 
○目標設定については、課題解決型の目標設定も可能であることを明示する。業績評価についても、必ずしも定量的実績にとらわれ 
 ない評価も可能であることを明示する 
○研究開発等に係る契約等において、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、合理的な調達を可能とする 
○効率化目標の設定や自己収入の取扱い、経営努力認定、中期目標期間を超える繰越し等について柔軟化を図る 

３．世界的な研究開発成果の創出を目指す法人に対する措置 

○科学技術イノベーションの基盤となる世界トップレベルの成果を生み出す創造的業務を担う法人を「特定国立研究開発法人（仮 
 称）」として位置付け、総合科学技術会議・主務大臣の強い関与や業務運営上の特別な措置等を別途定めることとし、具体的な措 
 置は、内閣府・総務省共管の別法によることとする 
○別法の対象法人については、極力少数に限定することとする 
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